
伊方町･瀬戸町･三崎町合併協議会

第１９回会議資料

日 時：平成１６年９月３日（金）午後２時から

場 所：伊方町民会館 ３階 研修室



会 議 次 第

１．開 会

２．会長（瀬戸町長）あいさつ

３．会議録署名人の指名について
（ ） （ ） （ ）

４．議 事
報 告

①報告第３３号 住民説明会の報告について

協 議
＜継続協議＞
①協議第１０号 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について
②協議第 ７号 町議会議員の任期及び定数の取扱いについて

＜新規協議＞
①協議第３９号 合併協定書（案）について

その他
①第２０回 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会の日程について

５．その他

６．副会長（伊方町長）あいさつ

７．閉 会
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協 議



協 議 第 １０ 号

新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について

新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について提出する。

平成１６年 ４月２７日提出

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会

会長 井 上 善 一

新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成

新町建設計画原案については、市町村の合併の特例に関する法律第５条に基づ

き、別紙のとおり定めるものとする。

平成１６年４月２３日 企画小委員会 確認

平成１６年８月１７日 企画小委員会 正式協議に伴う一部修正確認

平成 年 月 日 確認





継続協議

協議第７号

町議会議員の任期及び定数の取扱いについて

平成 年 月 日 確認

平成１６年８月１７日 提出

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
会長 井 上 善 一



協 議 第 ３９ 号

合併協定書（案）について

合併協定書（案）について、別紙のとおり提出する。

平成１６年９月６日

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会

会長 井 上 善 一



合 併 協 定 書
（案）

平成 年 月 日１６ ９ ９

伊 方 町

瀬 戸 町

三 崎 町
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合 併 協 定 書

１．合併の方式

西宇和郡伊方町、同郡瀬戸町及び三崎町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設

(対等)合併とする。

２．合併の時期

合併の期日は、平成17年４月１日とする。

３．新町の名称

新町の名称は「伊 方 町」とする。

４．事務所の位置

新町の事務所の位置は、伊方町湊浦1993番地の1とする。

５．財産の取扱い

、 、 、伊方町 瀬戸町及び三崎町の所有する財産 公の施設及び債務は合併期日前日の決算をもって

。 、 、すべて新町に引き継ぐものとする ただし 伊方町及び瀬戸町が設置する次に掲げる目的基金は

従前の例によるものとする。

（１）伊方町地区自治振興基金

（２）伊方町農業水利推進基金

（３）伊方町振興基金(仮称)

（４）瀬戸町小規模下水道施設維持基金

６．町議会議員の任期及び定数の取扱い

１ 議会議員の任期については、合併特例法に規定される特例措置の適用を行わず、公職選挙法

第33条第３項の規定による設置選挙を実施する。

２ 選挙区は、全町域で１選挙区とする。

３ 新町の議会議員の定数は、22人とする。

４ 報酬等については、現行の報酬額及び同規模自治体の例をもとに調整する。
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７．農業委員会委員の任期及び定数の取扱い

１ 農業委員会については、新町に１つの農業委員会を置き、市町村の合併の特例に関する法律

第８条第１項第１号の規定は適用しない。

２ 選挙による委員の定数は、14人とする。

３ 選挙による委員の選出にあたっては、３つの選挙区を設けることとし各選挙区の定数は、次

のとおりとする。

旧伊方町の区域 ５人

旧瀬戸町の区域 ４人

旧三崎町の区域 ５人

４ 報酬等については、現行の報酬額及び同規模自治体の例をもとに調整する。

８．地方税の取扱い

１ 地方税(国民健康保険税を除く)の税率については３町ともに同じであるため、現行のまま新

町に引き継ぐものとする。

２ 公益上その他の事由により課税を不適当とする理由により、課税を免除している者等につい

ての取扱いについては、現行の取扱いのまま新町に引き継ぐものとし、合併後すみやかに、免

除理由の再調査を行い、３町間での不公平が生じないよう制度の適正化を図るものとする。

３ 住民税及び固定資産税の納期並びに納期前納付報奨金については、伊方町の例により取扱う

ものとする。

９．一般職員の身分の取扱い

伊方町、瀬戸町及び三崎町の一般職の職員は､(市町村の合併の特例に関する法律第９条の規定

により)すべて新町の職員として引き継ぐものとする。

（１）職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。

（２）職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、適正化を図る。

（３）職階については、職名と共に級分類を調整し、適正化を図る。

（４）職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、適正化を図る。

１０ 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成．

新町建設計画原案については、市町村の合併の特例に関する法律第５条に基づき、別紙のとお

り定めるものとする。

１１．地域審議会の取扱い

市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項の規定に基づく地域審議会を、新町におい

て設置する。

地域審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項は、次のとおり定めるものとする。
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地域審議会の設置並びに組織及び運営に関する事項

（設 置）

第１条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第６号)第５条の４第１項の規定に基づ

き、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

名 称 設 置 区 域

伊方地区地域審議会 合併前の伊方町の区域

瀬戸地区地域審議会 合併前の瀬戸町の区域

三崎地区地域審議会 合併前の三崎町の区域

（設置期間）

第２条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年３月31日までとする。

（所掌事務）

第３条 審議会は、新町の設置区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、町長の諮

問に応じ審議し、答申する。

（１）新町建設計画の変更に関する事項

（２）新町建設計画の執行状況に関する事項

（３）地域振興のための基金の活用に関する事項

（４）新町の基本構想の策定及び変更に関する事項

（５）当該区域についてのみ行われる事務・事業に関する事項

２ 審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

（組 織）

第４条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

（委 員）

第５条 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事務所等に勤務する者で次

に掲げる者の内から、町長が委嘱する。

（１）公共的団体の役職員等

（２）学識経験者

（任 期）

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任することができる。

（会長及び副会長）

第７条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 副会長は会長を補佐し 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは その職務を代理する｡、 、

（会 議）

第８条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。ただし、委員の委嘱後、任

期期間中最初の会議は町長が招集する。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。

３ 会議は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

４ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５ 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。

６ 会議は原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮っ

たうえで公開しないことができる。
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（庶 務）

第９条 会議の庶務は、地域審議会担当課において処理する。

（補 則）

第10条 この事項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

１２．特別職の身分の取扱い

特別職の職員については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従

い次のとおり調整する。

（１）法令の定めるところにより、町長ほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置く｡

報酬の額は、現行の報酬額をもとに調整する。

（２）教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員

の数、任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬額及び同規模

自治体の例、現行の業務内容をもとに調整する。

（３）審議会、委員会等の附属機関については、３町に設置されていて、新町において引き続き

設置する必要のあるものは、原則統合する。１町のみ、又は２町に設置しているものは、必

要に応じて設置する。

委員数、任期、報酬額等は現行の業務に照らし合わせて調整する。

（４）その他の特別職については、新町において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任

期、報酬額等は現行の業務に照らし合わせて調整し、新たに設置する。

（５） 新町の職務執行者については、合併までに３町の長が別に協議して定めるものとする。

１３．条例・規則の取扱い

３町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則については、現行の例により新町

において制定するものとし、３町ともに制定しているが内容に差異のあるもの及び１町のみ、又

は２町に制定されているものについては、事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備

するものとする。

１４．機構及び組織

１ 現在の伊方町、瀬戸町及び三崎町の庁舎を有効活用した組織・機構とし住民サービスの低下

を招かないよう十分配慮するものとする。

（１）伊方町役場庁舎を本庁とし、瀬戸町役場及び三崎町役場庁舎は、現在の町の区域を所管す

る総合支所として合併時に設置する。

（２）現在の支所、出張所については、現在の区域を所管した出張所とし、その他の出先機関等

についても、合併後も存続する。

２ 新町の組織・機構については「行政組織及び機構の整備方針」に基づき整備する。

「行政組織及び機構の整備方針」

（１）合併後も住民サービスの低下を来さないように十分配慮した組織機構

（２）住民が利用しやすく、わかりやすい組織機構

（３）住民の声を適正に反映することができる組織機構
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（４）簡素で効率的な組織機構

（５）新町建設計画を円滑に遂行できる組織機構

（６）指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織機構

（７）地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織機構

（８）緊急時に即応できる組織機構

（９）現有庁舎を有効利用できる組織機構

なお、合併後も急激な変化、サービスの低下を来さないことを基本に常に見直しを行い、効

率化に努め、規模等の適正化を図るものとする必要がある。

１５．一部事務組合等の取扱い

１ ３町以外に構成団体のある一部事務組合等については、合併の前日をもって脱退し、新町に

おいて合併の日に新たに加入又は調整する。

２ 南予地方水道水質検査協議会については、合併の前日をもって、当協議会から脱退し、新町

において合併の日に新たに加入する。

３ 公平委員会事務については、合併の前日をもって委託に関する規約を廃し、新町において合

併の日に委託する。

４ 可燃ごみ処理事務については、現在の委託を継続することとし､関係機関と調整する｡

５ 伊方町土地開発公社については、すべて新町に引き継ぎ伊方町土地開発公社として存続する

ものとする。

６ 第三セクターについては、現行どおり新町に引き継ぐ。

７ ３町が出資する財団法人等の出捐・出資については、すべて新町に引き継ぐ。

１６．使用料、手数料の取扱い

１ ３町で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。

２ ３町で差異のある使用料及び手数料については、次のとおり取扱うものとする。

（１）公共施設の使用料は、３町間の類似施設等にあっては、合併時に統一が図れるよう調整す

る｡

なお、特別の事情により統一が困難な施設や、１町にのみ設置されている施設については

現行のとおりとし、新町において調整する。

（２）水道料金については、３町の料金体系を存続させ、５年を目途に統一する。

（３）事務手数料については、住民負担に配慮し､「負担の公平性の原則」により、現行単価を

基準として統一に努める。

１７．公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、新町のすみやかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重し

ながら、統合整備に努めるものとする。

（１）３町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後すみやかに

統合するよう調整に努めるものとする。

（２）３町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める

ものとする。

（３）独自の目的をもった団体は、原則として現行のとおりとする。
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１７－２ 消防団の取扱い

１ 消防団は合併時に統合するものとし、現に３町の消防団の団員である者については、新町に

引き継ぐものとする。

２ 団員の任免、報酬及び手当、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについては、３町の長

が別に協議し新町に引き継ぐものとする。

３ 消防団の組織、階級、定員、訓練、礼式等については、３町の長が別に協議し新町に引き継

ぐものとする。

４ 出動指令体制については、合併時に統合する。

５ 消防施設の整備計画については、新町において調整する。

１７－３ 社会福祉協議会の取扱い

社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努める。

１７－４ 商工会の取扱い

商工会については、それぞれの事情を尊重しながら、すみやかに統合が図られるよう調整に努

める。

１８．補助金、交付金等の取扱い

補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、従来からの経

緯や実情等にも考慮しつつ、新町において公共的必要性、有効性、公平性を検討し、次の方針に

より調整する。

（１）公共的団体等に係るもの

ア ３町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、関係団体の理解と協力を得て

統一の方向で調整する。

イ ３町それぞれの独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、従来からの実情をふ

まえ調整する。

（２）事業に係るもの

、 、 。ア ３町で同一あるいは同種の補助金 交付金等については 制度の統一化に向け調整する

イ ３町において独自に実施している補助金、交付金等については、事業の実績をふまえ、

新町において調整する。

１９．行政連絡機構の取扱い

１ 行政区の区域、名称については原則として現行のままとする。

２ 区長会の制度については、合併後すみやかに新町の区長会として統一する。

３ 区長会の名称、報酬、補助金等については統一時に調整する。

４ 行政配布物の配布方法は、合併時に統一を図る。

５ 町政モニターの制度については、合併後新町において調整する。
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２０．町字名の取扱い

３町の区域内の字の名称は、現行のとおりとする。

２１．慣行の取扱い

町章、花、木、憲章については、合併後、新町において検討委員会を設置し検討する。

名誉町民等、３町の発展に卓越した功績にあっては、新町においても長く伝承していくことと

するが、名誉町民顕彰制度等については新町において検討する。

２２．その他（各種事務事業の取扱い）

２２－① 国民健康保険事業

１ 療養の給付の内容については、合併時に伊方町の制度に統一する。

２ 各種検診に対する助成事業は、新町においても実施するものとし、助成の内容については合

併までに調整し、統一するものとする。

３ 人間ドック費用の一部助成事業は、合併後に伊方町の制度をもとに統合するものとするが、

対象者については、新町の国保運営協議会にて検討のうえ調整する。

４ 被保険者証は、三崎町の例によりカード化する。

５ 高額療養費貸付事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。

６ 国民健康保険運営協議会は、合併時に伊方町の組織を基本に統合する。

７ ３町の所有する国民健康保険財政調整基金については、合併時に新町に引き継ぐものとする

、 、 。が その額は それぞれ国の示す基金保有割合(保険給付費の５％)以上を確保するものとする

８ 国民健康保険税の賦課方式及び軽減措置については、合併時に伊方町の制度に統合する｡

９ 納期については、６月から３月までの10期とする。

10 国民健康保険税の税率については、合併後３年を目途に、国民健康保険事業の健全かつ円滑

な運営を確保することができる適正な税率を基準に統一するものとし、新町において段階的に

調整する。

11 国民健康保険直営診療所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、４診療所の運営にあたっ

、 「 ）」 、 、ては 新町において 診療所連絡会(仮称 を設置して 各診療所間の連絡調整を図ると共に

地域医療を担う中での位置づけを明らかにするとともに、本庁直轄管理のもとで均衡ある医療

サービスの提供の観点に留意して、経営方針等の一本化を図るものとする。

12 ４診療所が有する施設整備に係る公債費及び三崎町が有する診療所関係の累積債務について

は、新町に引き継ぎ、一般会計から措置する繰出金によって処理するものとするが、繰出金の

額及びその解消の期間については、新町において財政運営に支障が生じないよう調整するもの

とする。

２２－② 介護保険事業

１ 第３期介護保険事業計画については、平成17年度に新町において策定するものとし、計画策

定までの期間については、旧町の計画を運用する。

２ 資格管理等に係る事務については、３町に相違がないため、現行どおり新町に引き継ぐもの

とする。

、 、 。３ 保険給付の内容については ３町に相違がないため 現行どおり新町に引き継ぐものとする
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４ 介護認定審査会については、新町において新たに設置する。

５ 第１号被保険者の保険料については､平成17年４月から新町保険料を設定することとし､月額

2,800円を基本として調整を図ることとする。

６ 普通徴収の納期は、６月から３月までの10期とする。

７ 介護サービス事業所の運営にあたっては、現在の町からの委託方式を改め、サービス事業所

として自主運営することができるよう関係機関と調整を図るものとする。

２２－③ 学校の通学区域

学校の通学区域は、当面現行のとおりとする。

ただし、合併までに小中学校の統廃合が行われ、通学区域の変更があった場合は、その結果に

よるものとする。

２２－④ 学校教育事業

学校教育関係事務及び事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教

育環境の充実を図ることを基本に、次の区分により調整する。

（１）現行のとおり新町に引き継ぐもの。

（２）合併時までに調整するもの。

（３）新町において調整するもの。

２２－⑤ 学校給食事業

１ 学校給食の実施については、現行どおり新町に引き継ぐものとし、新町において町内すべて

の小中学校に給食が提供できるように合併までに調整する。

２ 児童生徒の学校給食費は、合併時に統一する。

３ 学校給食費の助成制度については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する｡

２２－⑥ 奨学資金貸与事業

１ 奨学資金貸与事業は、合併時に伊方町の制度を基本に再編する。

２ 事業実施の財源として、奨学資金貸付基金をあて、新町においてふるさと創生基金及び一般

会計から新たに積み立てを行い、事業に必要な額を確保するものとする。

３ 旧町で貸付けた債権は、すべて新町に引き継ぐ。また、旧町で貸付けた債権の貸付条件につ

いては、その契約内容を引き継ぐものとする。

２２－⑦ 電算システム事業

１ 住民サービスの低下を招かないよう電算機器及びシステムの統一を図り、合併時に運用がで

きるよう整備を図るものとする。

２ システムの統一にあたっては、現在の伊方町のシステムに統合するものとし、市町村合併に

伴う機能を有する新たなシステムにリプレース(置き換え)する。

３ 本庁及び各総合支所並びに各出張所間を光ファイバーケーブルで結ぶ機密性と信頼性の高い

公共ネットワーク環境を、合併までに整備するものとする。
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２２－⑧ ごみ収集運搬業務事業

１ 一般廃棄物処理計画及び分別収集計画については、合併後すみやかに策定するものとする｡

２ ごみ処理に関する施設は、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

３ ごみ収集業務については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後２年を目途に不均衡が生じな

いよう、新町において調整する。

４ 指定ごみ袋については、新町において種類・規格・小売価格等の統一を図るものとする｡

５ 生ごみ処理機等の購入費補助制度は、合併時に統合を図るものとする。

２２－⑨ 広報広聴関係事業

１ 新町において、広報誌を発行するものとする。発行日、発行回数及び配布方法は合併までに

調整する。

２ 新町の町勢要覧は、合併後すみやかに発行するものとする。

３ 新町において、ホームページを開設するものとする。

４ 防災行政無線については、合併後すみやかに、町内の全地域を統括するシステムに整備する

ものとする。

５ 網を活用した文字放送等による行政情報の提供体制については、新町においてすみやＣＡＴＶ

かに環境整備を図るものとする。

２２－⑩ 窓口業務

１ 窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整に努めるものとする｡

２ 住民の異動等の受付事務については、現行どおり新町に引き継ぐものとする。

ただし、外国人登録事務に関しては、本庁窓口での取扱いのみとする。

２２－⑪ 農業振興事業

１ 農業振興地域整備計画については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後すみやかに調整す

る。

２ 地域農政推進対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する｡

３ 認定農業者育成事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、認定基準や認定審査会の設

置等については、合併時に調整する。

４ 中山間地域等直接支払事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後に調整する｡

５ 農業近代化資金利子補給等事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整す

る。ただし、合併前に制度の適用を受けたものについては、従前のとおりとする｡

６ 農地情報管理システムについては、合併後、瀬戸町農用地データシステムに統合する｡

７ 町単独助成事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後５年以内に調整する｡
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２２－⑫ 各種福祉事業

１ 老人クラブ活動費助成事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに組織

の意向を尊重し、組織の一元化、再編に向けて調整する。

２ 敬老会行事助成事業については、合併時に統合する。

３ 老人保護措置事業については、国県が定める法令要綱等に準拠しながら、合併までに調整す

る。

４ 在宅介護支援センターについては、４つの施設を地域型として新町に引き継ぎ、国県の定め

る法令要綱等に準拠しながら、新町において再編する。

５ 高齢者福祉給付金等支給事業については、長寿祝金支給事業として、合併後すみやかに調整

する。

６ 生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、国県の定める法令要

綱等に準拠しながら、新町において再編する。

７ 出産祝金等支給事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。

８ はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業については、合併時に統合を図るため、合併まで

に調整する。

９ 上記以外の福祉事業のうち、国や県の補助事業等については現行のまま新町に引き継ぎ、法

令要綱等に準拠しながら新町において再編する。

また、町単独事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに調整する。

２２－⑬ 保育所運営事業

保育所、保育園事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとするが、国や県の補助金

廃止の動向をふまえ、新町において調整する。

（１）施設の名称については 「保育所」に統一する。、

（２）新町において、保育所の適正配置に関する指針を策定し、統廃合について検討する。

（３）保育料については、合併時に伊方町の例により統一する。

（４）給食事業は、現行のまま新町に引き継ぎ、保護者負担金については、合併時に統一する。

２２－⑭ 人権対策事業

１ 隣保館事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、新町において国県が定める隣保館設置

運営要綱等に準拠しながら調整する。

２ 人権擁護委員については、現行のまま新町に引き継ぎ、関係機関と協議のうえ、存続の方向

で調整する。



調 印 書

伊方町、瀬戸町及び三崎町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第３条第１項の

規定に基づく伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会において、上記のとおり合併に関す

る協議が整ったので、ここに署名調印する。

平成１６年９月９日

伊 方 町 長

瀬 戸 町 長

三 崎 町 長



立 会 人

愛 媛 県 知 事

顧 問

合併協議会顧問

八幡浜地方局

合併協議会委員

伊 方 町

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員



合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会監査委員



瀬 戸 町

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員



合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会監査委員

三 崎 町

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員



合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会監査委員
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第１９回合併協議会

伊方町・瀬戸町・三崎町

合 併 協 定 調 印 式
（案）

平成１６年９月９日

伊 方 町
瀬 戸 町
三 崎 町
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合併協定調印式次第

開催日時 平成１６年９月９日（木）午後３時３０分

開催場所 瀬戸町民センター ３階 大ホール

１．開式の辞

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会副会長 宮 本 征 士

２．会長あいさつ

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井 上 善 一

３．合併経過報告

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会幹事長 畑 中 芳 久

４．合併協定書調印

（１）合併協定書説明

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会事務局長 増 田 愛 明

（２）伊方町・瀬戸町・三崎町３町長署名及び調印

（３）立会人署名

愛媛県知事

合併協議会顧問

合併協議会委員

５．来賓祝辞

愛 媛 県 知 事 加 戸 守 行 様

愛媛県議会議長 越 智 忍 様

６．閉式の辞

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会副会長 中 元 清 吉

記念写真撮影

共同記者会見



そ の 他



その他
① 第２０回 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会の日程について

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会開催一覧表

開催町 開 催 場 所 開 催 日 時

第 １ 回 伊方町 伊方町役場 平成15年 1月14日（火） １４：００～

第 ２ 回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成15年 2月14日（金） １４：００～

第 ３ 回 伊方町 伊方町役場 平成15年 3月17日（月） １４：００～

第 ４ 回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成15年 4月17日（木） １４：００～

第 ５ 回 伊方町 伊方町役場 平成15年 5月23日（金） １０：００～

第 ６ 回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成15年 6月27日（金） １０：３０～

第 ７ 回 伊方町 伊方町民会館 平成15年 7月 2日（水） １４：００～

第 ８ 回 三崎町 三崎町民会館 平成15年 7月31日（木） １５：００～

第 ９ 回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成15年 9月29日（月） １４：００～

第１０回 伊方町 伊方町民会館 平成15年11月 4日（火） １３：３０～

第１１回 三崎町 三崎町総合体育館 平成15年11月27日（木） １４：００～

第１２回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成15年12月15日（月） １４：００～

第１３回 伊方町 伊方町民会館 平成15年12月25日（木） １５：００～

第１４回 三崎町 三崎町民会館 平成16年 3月 5日（金） １４：００～

第１５回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成16年 3月26日（金） １４：００～

第１６回 伊方町 伊方町民会館 平成16年 4月27日（火） １４：００～

第１７回 三崎町 三崎町民会館 平成16年 5月28日（金） １４：００～

第１８回 瀬戸町 瀬戸町民センター 平成16年 8月17日（火） １４：００～

第１９回 伊方町 伊方町民会館 平成16年 9月 3日（金） １４：００～

第２０回 三崎町
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